
林業死亡労働災害多発警報発令

林業・木材製造業労働災害防止協会（林災防）は、岩手県内

の林業における死亡労働災害が多発していることから、岩手県

支部に「林業死亡労働災害多発警報」を発令し、再発防止対策

の実施を指示するとともに、関係行政機関及び林業関係団体に

対し再発防止対策の実施について協力要請を行いました。

警報発令期間は、令和３年７月１９日から１０月３１日まで

で、この間、林災防主催の緊急集団指導会や現場安全パトロー

ル等再発防止策が実施されますので、請負事業体等におかれま

しては、積極的に参加していただきますようお願いします。

岩手南部森林管理署においても関係機関と協力して林業死亡

労働災害の根絶を目指して参ります。




